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ケア

 

 

 この法人は、市民情報学に基づき、社会のあらゆる資源を活用し

て、人間の認知障害と心身のケアに関する認知症情報学及びケア

情報学の研究と社会活動を推進し、その普及と啓発をはかること
 
を目的とする。

子ども、成人、高齢者を対象にした認知障害及び心身のケアに

関する研究・調査ならびに研究・調査に関する成果発表

市民情報学に基づく人間の認知障害と心身のケアに関する

研究・社会活動と教育・研修活動の推進 

AIとメタバースを活用した健康増進、生涯発達、及び地域
 
      づくりに関する研究・社会活動と教育・研修活動の推進

学術集会、研究会、講習会の開催

市民と専門家を対象にしたセミナー・講演会・ワークショップ・

      交流会の開催
 

ケア情報学及び認知症情報学関連技術の普及・実践

学会誌、論文誌その他電子出版物の刊行 

国内外の関係学術団体との連絡及び協力
 
 (９）その他、この法人の目的を達成するために必要な一切の事業

















  

 





 

 

 

 

当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又

　　は記名押印する。



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 








